
 

 

 
 
 

 

2025 年 6月 8日 

大会事務局 

 

INFORMATION No.2 

 

ドライバー装備品検査について 

 

6 月 15日(日)に実施いたします公式車検時の装備品検査につきまして以下のとおり運用させていただきます。 

 

 

記 

 

▼装備品検査方法 

所定の「装備品申告書」に必要事項を全て正確にご記入いただき、定められた公式車検時間内に書類のみを

第１パドック車検場にご提出ください。 

書類のみで検査を実施いたしますので、装備品現物を車検場に持ち込む必要はございません。 

※「ドライバー装備品申告書」は情報ダウンロードページに掲載しております。 

  

  

 

以上 
 


